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（午後 ４時００分 開会） 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 それでは定刻となりましたので、令和７年度東京都医療Ｄ

Ｘ推進協議会第１回電子カルテ部会を開催いたします。 

  本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

  私は、東京都保健医療局医療政策部の医療ＤＸ推進担当課長の佐藤と申します。議事

に入るまでの間、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

  本日は、Ｗｅｂ会議との併用での開催としております。Ｗｅｂ会議の進行に当たり、

注意事項がございます。 

  機材トラブル等がございましたら、システム上での挙手、またはチャット機能にてお

知らせください。 

  会議中はハウリング防止のため、マイクを常にミュートの状態にしてください。マイ

クアイコンに斜線が表示されていれば、ミュートの状態となっています。 

  ご発言の際は、システム上の挙手機能でお知らせください。 

  ご発言につきましては、会長から指名を受けた後にミュートを解除し、お名前をおっ

しゃってからお話しいただきますようお願いします。 

  ご発言が終わりましたら、再度マイクアイコンを押してミュートにしていただきます

ようお願いします。 

  円滑な会議進行のために、ハウリング防止にご協力をお願いいたします。 

  資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、事務局より委員の皆様には事前に

送付させていただいておりますが、次第に記載しております資料が１から１０、参考資

料が１から４、また、本日、髙尾先生から追加で資料を送付させていただいた参考資料

５というものとなっております。 

  続きまして、会議の公開でございますが、本日の協議会につきましては、資料２の要

綱第９の規定に基づきまして公開とさせていただいております。 

  続きまして、委員の先生方のご紹介をさせていただきます。資料１の委員名簿をご覧

ください。名簿順にご紹介させていただきますが、時間の関係上、お名前のみのご紹介

とさせていただきます。ご所属等につきましては、名簿でご確認いただければと思いま

す。 

  大石佳能子委員でございます。 

○大石委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 髙尾洋之委員でございます。 

○髙尾委員 お願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 中村桂子議員でございます。 

○中村委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 畑中洋亮委員でございます。 
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○畑中委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 林宏光委員でございます。 

○林委員 どうもお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 土屋淳郎委員でございますが、本日、Ｗｅｂ参加いただい

ています。 

○土屋委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 村上幸三委員でございますが、本日、Ｗｅｂ参加と聞いて

おりますが、少し遅れてご参加という連絡をいただいています。 

  野村誠委員でございます。 

○野村委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 小泉章子委員でございます。 

○小泉委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 玉城成雄委員でございます。本日、Ｗｅｂ参加をいただい

ています。 

○玉城委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 片山成仁委員でございます。 

○片山委員 よろしくお願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 柳橋礼子委員でございますが、本日、Ｗｅｂ参加で若干遅

れるとご連絡をいただいています。 

  小林俊夫委員でございます。 

○小林委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 山口育子委員でございます。 

○山口委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 吉原宏幸委員でございます。 

○吉原委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 宮澤一穂委員でございます。 

○宮澤委員 よろしくお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 委員の紹介は以上でございます。 

  続きまして、会長の選任でございますが、要綱第６の規定に基づきまして、本部会の

部会長につきましては、東京都医療ＤＸ推進協議会の会長の指名により選任するとされ

ております。会長の小林会長より、部会長には都の医療審議会委員も務められ、医療政

策に精通している東京科学大学名誉教授の中村委員を指名いただいています。 

  中村先生に部会長をお願いしたいと思います。中村先生、よろしいでしょうか。 

○中村委員 ご指名いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 ありがとうございます。よろしくお願いします。 
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  それでは中村先生、部会長席にお移りいただきまして、これからの議事の進行をお願

いしたいと存じます。 

○中村部会長 それでは改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

  昨年の９月まで東京医科歯科大学でございまして、昨年の１０月から東京科学大学と

なりました。 

  本部会におきましては、協議会で既にご審議をいただいていまして、部会の委員の中

にも、協議会でご議論の先生方、委員の方々、そして、また、現場も踏まえていろいろ

ご意見を頂戴します委員の方々がいらっしゃると思います。幅広く委員のご意見を伺い

まして、協議会のほうにお戻しできますように、様々な部面からのご意見を頂戴したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  まず、都の現状と取組について、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 それでは、資料３をご覧ください。 

  資料３は、電子カルテ導入状況及び今後の見込みについてとなっています。 

  表の真ん中、令和７年１月１日時点のものにつきましては、７月の医療ＤＸ推進協議

会でお示ししているものでございまして、１月１日時点での電子カルテの導入率は、病

院７０．９％となっておりまして、目標として掲げております令和９年度１００％の達

成までに、残り１８４病院となっています。 

  表の右側、こちらは令和９年度末の見込みとなっていますけれども、導入促進に向け

まして、今年度開始いたしました高齢者等受入体制確保に係る緊急支援事業の電子カル

テの導入要件化を踏まえました、９年度末の導入済・導入見込は８８．７％となってい

ます。 

  ９年度末までの導入見込、表の右側のほうに１０７施設とありますけれども、こちら

につきましては、緊急支援事業への手挙げを行っている医療機関に加えまして、東京都

のほうから電話ですとか訪問によるアプローチによりまして、導入のご意向をいただい

た病院数を計上しています。 

  残りの未導入は、７１病院となっています。 

  続きまして、資料４に移ります。 

  資料４は、こちらの７月の協議会にてご案内いたしましたが、電子カルテを導入して

いる病院及び一般診療所をリストにして、ＰＤＦ形式で公表をしております。 

  資料５をお願いします。 

  資料５ですが、東京都医療機関デジタル化推進セミナー（基礎編・応用編）の実施に

ついてということで、資料５の１枚目ですが、まず、基礎編として、９月１７日から年

明けの２月２７日まで、オンデマンドの配信を行います。 

  現在、受付を行っているところでございまして、内容としましては、国が進める医療

ＤＸの取組として、７月の協議会にもご出席いただいた、厚生労働省の新畑室長や、今
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日もＷｅｂでご出席いただいている、東京都医師会の土屋理事にもご講義をいただく予

定としております。 

  資料５の２枚目でございますが、こちらは応用編です。 

  こちらは、区部と多摩地区でそれぞれ１回と、情報セキュリティをテーマにしました

第３回、それぞれ対面形式で行う予定です。 

  区部で行う第１回につきましては、９月２６日を予定しておりまして、現在、受付中

です。内容としましては、応用編ですので、診療所でのＡＩの利用法、そして実際の電

子カルテ、オンライン診療等のサービスの紹介や実践演習というところを予定しており

ます。 

  第３回につきましては、警視庁サイバーセキュリティ対策本部の疋田警部から、都医

師会と警視庁が連携するサイバーセキュリティの対策として、紙カルテと電子カルテ、

双方のセキュリティリスク、以下、ご講義をいただく予定としています。 

  資料６になります。 

  資料６は、電子カルテ導入のための出張講習会の実施についてということで、今年度

から開始する事業でございまして、対象者は、都内医療機関の医師等としまして、職種

を問わず参加可能となっています。日時は、平日夜、または土日の午後としまして、来

月から順次開始を予定しております。実施回数は１２回、各医療圏、島以外の医療圏で

行いますが、所属医療圏以外の会場での参加も可能です。 

  内容につきましては、既に電子カルテを導入している診療所の医師による講義に加え

まして、電子カルテシステムの体験デモも予定しております。 

  周知方法でございますが、こちらの赤文字、太字でも書いてありますけれども、本事

業につきましては、東京都医師会さんの全面的なご協力をいただいて実施をしておりま

す。東京都のほうから病院・診療所へ開催案内を送付するほか、東京都医師会さん経由

で、各地区医師会へ周知を依頼する予定でございます。 

○中村部会長 都の現状と取組についてというところまで、大変スピード感を持って進め

ていただいていて、９年度までに１００％という、それなりの目標があるところ、進ん

でいるところ、また、これからの計画のところがあると思います。初めての委員の方も

いらっしゃるようでございますので、ここまでのところで、何かご質問がございました

らば、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

  既に公表していただいているところですとか、それからセミナーなどの計画も進むと

ころですが、大石委員、お願いします。 

○大石委員 ちょっとナイーブな質問で申し訳ないんですけれど、まず、本当に都がすご

く頑張ってこの電子カルテ、病院への電子カルテの普及に頑張ってくださっているとい

うことは非常にありがたいなと思っていますし、こういう補助金事業であるとか、出張

講習会というのは非常に有益だと思っています。 

  有益であるということを踏まえながら、ちょっとご質問が、例えば、これ、資料６に
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書いてある、この普及活動についての講義の内容なんですけど、これ、既に電子カルテ

システムを導入・運用している診療所の医師を想定って書いてございますじゃないです

か。今、都が進めようとしているのは、最終的には当然、診療所も１００％だと思いま

すけど、まずは病院にというふうに理解していまして、病院における電子カルテの導入

ですとか、運用だとか、使い方というのは、かなりやはり診療所と大きく複雑性も違い

ますし、いろんな実行難易度も違いますし、効果も違ってくると思うんですね。 

  私もコンサルタント会社であり、また、グループの中で大きな病院から小さな病院ま

で運営しているんですけど、あと、クリニックも運営しているんですけど、やはり、ク

リニックの感覚と病院の感覚って大分違うので、ここは、なぜ診療所の医師を想定され

ているのかというのは、何か理由ってございますでしょうか。 

○中村部会長 お願いいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 事務局からご説明いたします。 

  私ども、まず、病院を令和９年度までに１００％というところでございまして、病院

につきましては、実際に病院を訪問もしたり、直接アウトリーチをしているところです。

診療所につきましては、令和１２年度までに１００％目標とはしているんですけども、

なかなか数も多いので、私どもは直接アウトリーチできないというところがございます。

なので、一つは地区医師会さんに私どもが伺ってお話を聞くのもあるんですけども、あ

とは、地区医師会さんのご協力をいただいて、こういった出張講習会のところで地区医

師会の開業医の先生にご参加をいただけるような形で、何とか１２年度に向けて進めて

いるというのが、こちらの出張講習会の内容としております。 

○大石委員 そうしますと、一連のこのセミナーの中に出ている例で診療所と書いてある

のは、これは主たる聴衆のターゲットが診療所であって、病院はまた別の活動があるの

でという、そういう理解でよろしゅうございますか。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 はい、そうですね、病院につきましては、様々なセミナー

ですとか、あとは、私ども東京都の直接の訪問によるアウトリーチといいますか、その

辺りで補っているというところです。ちょっと我々、直接の訪問については、事業とい

うより、我々は通常の業務の中でやっておりますので、ここの資料には出ていないです

けれども、そういうところで少し手段を分けながらやらせていただいているというとこ

ろです。 

○大石委員 理解いたしました。ありがとうございます。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

  山口委員、お願いします。 

○山口委員 資料４、電子カルテを導入している病院及び一般診療所を公表しているとい

うことで、これ、東京都のホームページだと思うんですけれども、これを公表している

ということを都民の方に、どのようにアピールされていて、そこにどういう目的かとい

うことを明確に表してらっしゃるんでしょうか。 
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○中村部会長 事務局、お願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 こちらについては、現在のところ公表はしていますけども、

公表しましたという都民に対しての周知というのは、まだ行えておりません。 

  また、やはり前回の協議会でも、委員の先生からやはりこういう公表するときには、

例えばどういう患者さんへのメリットがあって、こういう意味があるからこういうのを

出しているんだというのをやはり明らかにすべきだというような意見もございましたの

で、少しリニューアルしながら、なぜ公表をしているのかというところをしっかり分か

るようにアピールしていきたいと考えております。 

○山口委員 恐らく、患者さんとか都民に対して、どう伝えていくかというところとリン

クして考えないといけないところだなと思いました。ありがとうございます。 

○中村部会長 ありがとうございます。 

  後ほどのところで、どのように公表したらよいかということで、ほかの委員からもご

意見をいただいて、それを反映させて進められることだと思います。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  畑中委員、お願いします。 

○畑中委員 少し東京都の今の公開の話で補足をさせていただきますと、この資料にあり

ますとおり、今、Ｇ－ＭＩＳという、全ての保険診療機関が年次で法定調査に答えなく

てはいけないということがされていまして、そこからデータを引っ張ってきて、電子カ

ルテの実装状況を東京都の中で限って公開をしているということで、実はこのＧ－ＭＩ

Ｓから出したデータは、全国一律、厚労省が公開しているサイトがありまして、この中

でも電子カルテを入れているの、入れていないのという、こういうポータルにもなって

いるという理解をしていますので、二重にというか、国は国で全国版を発表していると。 

  なので、都民・国民からすると、このエクセルを見ても、ぱっとは何のことだか分か

らないしというところで、表現の仕方としては、多分厚労省のそういったものを利活用、

東京都としてしっかり皆さんにお伝えするということであるとか、多分、この入ってい

る状況をもう少し分析するとか、そういう意味でのオープンデータという位置づけでこ

れを私自身は見ていまして、例えばこれ、医療機関コードを振っていないので、データ

として解析しにくいんだよねとか、そういうところで、せっかくデータを出すんだった

らば、例えば地域ごととか、区市町村ごととか、分野ごととか、そういう解析ができる

ような形で出していったほうがいいんじゃないかなと思っております。なので、国の公

開基盤もありますので、そういったものと併用しながら、うまく都民の皆さんに伝わる

ように保健医療局のほうで考えていただくのがいいかなと思っております。 

○中村部会長 ありがとうございます。状況、背景などをご説明いただきまして、後ほど、

また議論を進めたいと思います。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  特にないようでしたらば、次のほうに、ここまでの論点整理ということで、続きをお
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願いします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 資料７につきましては、まず、資料７の１枚目で、患者・

都民メリットと医療機関メリットのご意見もいただいているということ。 

  それで、資料７の２枚目でございますけども、伴走型のサポートについても多くの意

見をいただきました。関係団体さんからは、ご協力するという意見もいただいている一

方、財政面ですとか人的な面、セキュリティの面などから不安があり、そういうところ

に対応してほしいといったところが、その財政的な支援だけでなく、東京都から出向い

ていくような取組といったところの意見もいただいています。 

  その下の情報連携につきましては、電子カルテそのものよりも、情報共有による連携

こそがＫＰＩであるといった意見ですとか、やはり医療の質の向上と効率化には情報共

有が必須であり、電子カルテは紙でできない情報共有が可能などの意見もいただいてい

ます。 

  次のページが、電子カルテ導入促進のための論点整理ということで、これらの意見を

踏まえた論点整理となっています。 

  情報発信につきましては、まず、患者メリットについて、どのような患者メリットが

あるのか、どのように伝えるか。医療機関メリットにつきましては、運営や経営面でど

のようなものがあるか、どのように伝えるか。 

  下の伴走型のサポートにつきましては、医療ＤＸ人材の育成、理解促進につきまして

は、医療機関の職員が身につける知識は何か。また、職員や知識・ノウハウの理解を促

進するための取組は何か。経営層のアプローチにつきましては、経営層へのアプローチ

が必要ではないか、どのようにアプローチすべきか。セキュリティ対策については、理

解促進のさらなる取組が必要ではないかといった点が論点と考えております。 

  次に、資料８をお願いします。 

  今回、前回の協議会でも多く意見をいただきまして、論点としても最初に挙げさせて

いただいた、患者・医療機関のメリットにつきまして、事務局のほうで、まず考えられ

るメリットをポンチ絵にまとめています。 

  患者、医療機関、それぞれにつきまして、電子カルテを導入することそのものによる

メリットと、デジタルツールとの連携など、機能強化を行ったことで得られるメリット

に分けて、受診前から退院までの時系列でまとめています。 

  患者のメリットにつきましては、まず、矢印の一番上ですけれども、導入によるメリ

ットで、手書きは人によって分かりやすさにばらつきがありますので、モニター上での

記録や画像を通じた分かりやすい説明、これが一番、直接的なメリットだと思います。 

  その下に、導入によるメリットと機能強化、両方にかかっていますけれども、これは

電子カルテの機能によって、診療の予約ですとか、Ｗｅｂ問診、後払い会計等のシステ

ムやアプリを入れることで待ち時間が削減されて、満足度が高まる、手取り時間が増加

するといった効果があるのではないかと考えています。 
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  その次の機能強化によるメリットですけれども、医療の情報を救急医療機関やかかり

つけ医、そして患者さん自身が共有することで、医療の質への安心感は高まるのではな

いかということで、メリットとして挙げています。 

  その下が、これは受診前ですけれども、診療情報提供書などが、電子的に共有されま

すので、待ち日数ですとか、来院の手間が減ると。 

  その下が、身体的・経済的な負担の大きい検査の重複、投薬の重複等が減ると。医療

機関の情報共有により、こういった重複がなくなるといったメリットがあります。 

  医療機関のメリットにつきましては、一番上、やはり人材確保がさらに困難である中

での業務の効率化、業務の負担軽減、そして大学病院等で電子カルテのみ接してきた医

師・看護師などの確保。また、近隣から医師の応援等をいただいているようなところに

つきましては、そういったところに対しても、電子カルテを入れると、魅力的になるの

ではないかと考えています。 

  その下が、紙の診療録ですとか、そういったものの保管スペースの削減。院内情報の

一元化、検索・抽出などの効率向上というものが挙げられると思います。 

  その下が、機能強化によるメリットで、救急・災害時など、緊急時における迅速な患

者情報の把握。電子カルテと連携するＡＩでの文書下書き等の機能による業務負担軽減、

これはもう実際に入れられているところは、もう既にこの効果を感じていらっしゃると

思いますが、こういうところが医療機関の業務効率化になると考えています。 

  一番下は、電子カルテによる患者情報共有による連携強化とありますが、こちらの電

子カルテによる患者情報共有を行っている医療機関同士であれば、紹介ですとか逆紹介

が非常にスムーズになりまして、送りやすいですとか返しやすいといった連携が強化さ

れるというメリットがあると考えています。 

  次、資料９をお願いします。 

  こちらが医療ＤＸに関するインターネットモニター調査の実施（案）についてという

ところで、今回、私どもも医療ＤＸを行うことで、一体どれだけ、例えば患者さんの待

ち時間が減るんだろうとか、その定量的な効果をちょっとはかりたいというところもあ

るんですけれども、やはり患者さんの感じているメリットが分からないというような意

見を多く前回の協議会でもいただきましたので、まず、スピード感を持って、患者さん

が医療ＤＸに対してどういったことを期待しているかというものをＷｅｂ調査でやって

みたいと思います。 

  １番の実施方法がＷｅｂ調査で、こちら、ちょっと業者に委託して実施をしたいと。

２番が、対象者と有効回答数ですが、８００名程度の有効回答を予定しています。実施

の時期が、令和７年１０月頃ということです。調査の項目につきましては、幅広な患者

さん、そしてこれから受診する人のちょっとご意見を聞きたいので、年齢区分・外来受

診頻度・入院経験というところを聞きまして、クロスで分析できるような調査をしたい

と思っています。 
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  まず、受診に当たって不便に感じていると、不満に感じていることというものを患者

及び家族視点でというふうに聞きまして、その後、医療ＤＸに係る取組の想定される効

果別に、期待度合いを４段階で選んでもらいたいと考えています。 

  これの調査のイメージが、右上に点線で囲んでおりますけれども、まず、例えばオン

ライン受診予約と書いてありますが、これにどういう効果があるかというのは、なかな

かイメージがわかない都民の方もいらっしゃると思いますので、その効果につきまして

は、調査票のほうに既に書いていると。 

  例えばオンライン受診予約ですと、現場以外での予約方法が確保されることについて、

どれだけ期待しているのか。受診日が近づいたときにリマインドされる機能については、

どれだけ期待しているのか。その下ですと、自宅等による事前のＷｅｂ問診ですと、院

内での待ち時間が減ることに対してどれだけ期待しているのかというような感じで、こ

れについていろいろ聞きまして、電子カルテによる情報共有の場合というのが、４の例

としてありますけども、電子カルテの情報共有により様々なメリット、先ほどご説明し

ていましたが、それをずらっと並べまして、この効果にはどれだけ期待しているのかと

いうのも聞いていき、患者さん、都民の方がどういった機能を期待しているのかという

のを調査しまして、我々、その後、その調査結果を患者、都民の皆さんにアピールして

いく材料にしていきたいと思っております。 

  資料９までは以上でございまして、その後に資料１０がありまして、電子カルテ導入

のメリット、これ、医療機関のメリットもぜひケーススタディでということがありまし

たので、電子カルテのベンダーとしていろいろ情報を持たれている、ＪＡＨＩＳの小林

委員に資料を作っていただきましたので、代わらせていただきます。 

○小林委員 ＪＡＨＩＳの小林でございます。 

  資料１０になりますけれども、まず、電子カルテを導入するメリット、最初のページ

は一般事例で、次のページは先進事例になります。 

  何で分けたかというと、いきなり先進事例を書きますと、いきなりジャンプアップを

するようなイメージになってしまって、最初に導入するには、先進事例だと抵抗がある

んだろうなと思いまして、一般事例ということで書き入れました。 

  今回、この表なんですけれども、まずは対象となる施設を診療所と病院ということで

分けまして、さらに意識の所持者を患者、医師、看護師というふうに分けてみました。 

  まず、項番１になります。こちらのほう、まず、課題としては、患者が持つ課題なん

ですけども、これは私がＧｏｏｇｌｅマップですとか、いろいろな地図マップにおいて、

そこの病院の評価というものを幾つか見つけまして、ここに書いております。まず最初

は、医師の机の上が紙であふれて、診察室がごちゃごちゃしている施設はちょっと不安

になるというような、書いた記述がありました。一般的に、このＳＮＳで高評価の医療

機関は、院内がきれいに整理されており清潔感があるというような表記、結構多く拝見

いたします。もちろんこれは電子カルテの導入により、紙類の整理が進み、診察室を含
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めた院内の整理がしっかりできる。また、書庫など什器が減ることで省スペース化が実

現でき、賃貸の家賃を抑えることができるというようなもの。 

  最近、患者が病院、医療機関を選ぶ基準としては、昔は、昭和の時代は最寄りだとい

うことが最大の条件でしたが、今はもうＳＮＳで、評価で、もう多少遠くてもそこに行

くということが非常に多くございます。 

  ちなみに、項番２にいきますと、特定薬剤にアレルギーがあると伝えていたのに、ま

た同じ処方（処置）をしたので、もう二度と来たくないというようなこと、こういう記

述も見つけました。ＳＮＳで高評価の医療機関では、患者が以前言ったことを覚えてい

る。実際には電子カルテを見ただけかもしれませんけど、患者さんにとってみると、あ

あいったことを覚えてくれたんだって、それだけでも高評価になるということがござい

ます。 

  課題解決事例としては、電子カルテの患者基本情報にアレルギー記載があり、紙カル

テと異なり瞬時に取り出せると。また、過去の診察記録の閲覧やキーワード検索が瞬時

にできるほか、処方薬の禁忌チェックも可能になります。 

  それから、項番３になります。こちらのほう、病院と診療所の一部になりますが、患

者、医師、看護師にも関係します。医師、看護師、スタッフ等が伝言ゲームのように口

頭で同じことを繰り返し伝えているが、間違いがないのかが心配であるというようなこ

ともありました。実際、ＳＮＳの高評価の医療機関では、おしゃべりせずに、スタッフ

がきびきびと動いているというような表記もたくさん見かけました。 

  課題解決事例としては、同じく電子カルテの導入により、多職種連携の情報共有を行

うことでチーム医療が実現でき、また、申し送り等の紙の紛失や手書きの見間違い等を

防ぐことが可能なほか、３点チェック、画像レポートの未読防止など、様々な医療ミス

やヒヤリハットの低減が可能になると。 

  それから、項番４に関しましては、もう圧倒的に病院と、それから医師、看護師に関

係しますけれども、電子カルテを導入していない医療機関に勤務したくない。なぜなら

ば、最近、漢字がすぐに思い出せず、カルテ入力に一旦スマホで変換してから書き写す

ので時間がかかるですとか、二つ目、医療文書やサマリー作成で、カルテや看護記録の

内容の一部をコピペすれば早く終わるのに、紙カルテだと全て最初から手書きをしなく

ちゃいけないので時間がかかるということ。こちらのほうは電子カルテが導入されてい

れば、これらの問題は解決されると考えます。 

  次のページにいっていただいて、先進事例になりますけれども、項番５、こちらは診

療所、病院、それから特に医師になりますけれども、課題としては、患者と対面で診察

しながらのカルテ入力は、時に患者さんから私の目を見て話を聞いてくれないって、あ

るあるなんですけれども、結局、できるだけ医師は早く診察が終わるように、カルテ、

キーボードを打ちながら、キーボードに向かって、ただ、口だけは患者さんに向かって、

どうされました、こうなりましたか、ですねとか言っているんですけども、結局、早く
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カルテを書こうとすると、どうしても患者さんを見ないということがあって、患者さん

が怒るケースがあったりですとか、それから、患者さんの話を全て聞いた上で、全部終

わった後に、診察後にカルテを入力すると、結局、その後にカルテの入力時間を足され

るような形になりますから、すごく時間がかかって、これはこれで、また、病院長から、

また、一つ怒られて、もっと患者さんが並んでいるので早くやってくれみたいなことを

言われたりしますと。 

  課題解決事例ですと、最近では、音声認識を行うアプリを使って、ＡＩが会話の内容

をカルテ記載、例えば普通の患者さんとの会話をまるでこの電カルに書いたような主訴

とか所見とか、ＳＯＡＰ形式で変換して自動的にカルテの下書きができるということ、

これによって時間が大幅に削減できます。 

  それから項番６、こちらは診療所、病院、それから医師、看護師にも共通します。診

断書、紹介状、主治医意見書、診療情報提供書、退院時サマリーなど、書類を作成する

時間が取れず、結局、勤務時間を超えた残業時間でやることが多い。また、看護師も、

患者ケアサマリを作成する時間がいつも残業時間になってしまう、これもよくある話で

すけれども、最近では、ＡＩによるサマリーの生成が短時間、または自動的にやってく

れて、さらに文字数の制限なども指定でき、医師・看護師の労働時間の短縮に大きな効

果があります。 

  私がホスピタルショウで聞いた事例ですけども、看護師で活用をされている施設では、

看護師の離職率が大幅に下がったというところもあるそうです。 

  それから項番７、こちらは病院、医師が対象ですが、インフォームドコンセントの資

料を作成するのに時間がかかります。一方、患者さんから見ると、専門用語が多く、本

人や家族の理解がなかなか得られないというケースがあります。こちらに関しては、Ａ

Ｉにより自動的にインフォームドコンセントの説明資料を作成したり、または対象者の

年齢レベル、理解度レベル、例えば高齢者とか、中学生とか、高校生とか、そういう理

解度レベルを指定すると、それに応じた記述に変換して作成してくれます。 

  それから最後になりますが、項番８、高齢の入院患者の転倒転落リスクの対処の多く

は、看護師業務の圧迫につながり、対応が難しいということがありました。最近では、

ＡＩで電子カルテや看護記録を読み込み、転倒転落リスクを評価することで、看護師の

負担を増やすことなく、重点的な患者のケアが可能になっております。 

  短いですけれども、私からは以上になります。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

  協議会で出されました意見をまとめていただきまして、論点整理もいただきました。

論点の柱の二つとしては、情報発信の仕方、そして伴走型のサポートということですけ

れども、その具体的な内容、今後の進め方については、部会の委員の皆さん方のご意見

を伺いたいと思います。 

  また、調査が計画されているということで、調査の案が示されたところですけれども、
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より必要な項目について、追加、あるいは修正していく、聞き方についてのご意見など

も伺いたいと思っております。 

  委員の皆様から幅広くお伺いしたいと思いますので、順番にお伺いしてよろしいでし

ょうか。 

  それでは、大石委員のほうからお願いいたします。 

○大石委員 ごめんなさい。どの質問にお答えすればよろしいですか。 

○中村部会長 既に、この論点整理のところで、今後の方向性、情報発信、伴走型のサポ

ートのことで、先ほども既にご意見をいただきました。それから、あと、調査ですね、

Ｗｅｂ調査を計画されていることですけれども、何かこれにご意見がありましたらお願

いします。 

○大石委員 分かりました。 

  Ｗｅｂ調査自体はいいことだと思います。そのときに、何をどう聞くかということな

んですけれど、私はずっと、いわゆるコンサル会社にいた関係で、調査って結構、設計

して聞いたりやったりしているんですけど、ある程度、やっぱり仮説がまずないと、な

かなかいろんなことを聞いても、長い調査になってしまって、そこだけで結構、結局、

結論は何だったんだということがよく分からないことが起こるかと思います。 

  その中で、私としてちょっと聞きたいのは、知りたいというのが、この一連の一番大

事なことって、この協議会、私、ちょっと欠席したんですが、協議会の中でも出ていた、

患者さん、もしくは医療機関にとってのメリットというのをどういうふうに打ち出して

いくのかということだと思うんですね。そのネタとしての調査があるかと思うんですけ

ど、まず、前提としまして、先ほどご説明いただいた一連のこういうふうなメリットが

あるんじゃないかという資料、電子カルテ導入のメリットって、これ、非常にいいなと

思って見ていたんですけれど、ちょっと分類しなくちゃいけないのは、電子カルテを入

れれば、それだけで発生するメリットと、電子カルテに付随してＡＩとか、ほかのもの

がついたら発生するメリットって、段階が違うと思うんですね。電子カルテ自体、電子

カルテだけだと、これは別にＡＩがついているわけでもないですし、自動的に書類を作

成するような機能がついているわけでもないと思うんです。ですから、電子カルテって、

やっぱりあくまでも必要条件で、ここでカルテ情報が電子化されることによって、例え

ば院内の共有がきっちりできて、全部が同じような感じで周知徹底するとかというのは、

これは電子カルテそのもののメリットなんですが、本当の意味で、患者さんとか医療機

関にとってメリットを感じるものというところまでいくためには、その上にＡＩだとか、

文書作成ツールだとかというのはくっついてないといけないと思うんです。ですから、

電子カルテそのもののメリットというのは何であると思うかということの仮説と、どう

いうふうなＡＩだとかアプリだとかがつくと、本当に患者さんだとか医療機関にとって

メリットを感じるようなところまでいけるのかというのは、ちょっとこれは中身を整理

する必要があると思うんです。 
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  もっと別の言い方をすると、例えばこのメリットの説明の３ページで書いてあるとこ

ろ、音声認識を使って、アプリで、ＳＯＡＰ形式でカルテが自動的にできてとかいう、

患者さんの目を見ながら診察するという、ここまで来ると、やっぱり患者さんはすごい

メリットを感じると思うんです。 

  ただ、問題は、さっき申し上げた、電子カルテだけではこれはできない。だとすると、

この電子カルテで、これができるようになるためには、ＡＩを入れなくちゃいけない。

じゃあ、ＡＩを入れるときに、電子カルテメーカーがつけることもあるかもしれないで

すけど、それは結構コストがかかるので、いろんな新しく出てくるツールがくっつくた

めには、例えばＡＰＩ連携ができないといけないであるとか、もしくは電子カルテその

ものが、小さい病院だったらセキュリティの管理ができないので、デメリットがメリッ

トを上回ってしまうリスクがあるので、それに対してどう対応するのかというときに、

クラウド型じゃないといけないだとか、要は、電子カルテは必要条件なんですが、その

十分条件を満たして、本当にメリットになるものは何があり得て、それを実現するため

に何が必要なのかということを１回整理して、その整理している中で、いろいろ医療機

関だとか患者様に聞いていくということが要るんじゃないかなというふうに思います。 

○中村部会長 ありがとうございます。 

  電子カルテそのものと、あと、それに加えてのメリット、デメリットというところ、

ありがとうございました。 

  主に、資料７で主な意見ですとか論点整理がされていますけれども、これに追加する、

あるいは特に重要だと思われるところについてのご意見、資料７、８に関係するところ、

そして資料９の調査の案についてのご意見ということで伺いたいと思います。 

  続きまして、髙尾委員、お願いいたします。 

○髙尾委員 お願いします。 

  私も大石委員と同じ意見で、医療ＤＸをやることと電子カルテを入れることはイコー

ルじゃないと思うんです。電子カルテを入れることによって、広げると医療ＤＸができ

るということだと思うので、参考文献５に僕の意見を書いたので見ていただけるとあり

がたいです。 

  電子カルテの導入に関しては、三つの課題があると思うんです。 

  一つ目は、６情報３文書って国が挙げていることに対応できない電子カルテを入れて

も二重投資になると思うんです。それから、クラウド化を将来的に考えて電子カルテを

入れないと意味がないと思うんです。先ほどから出ているように、ＡＩを使うとなると、

インターネットの世界につながないといけないので、クラウド化は必須だと思うんです。 

  ２番目に、ネットワークの件です。東京都は東京総合医療ネットワークがあるので、

それに入る必要は必須だと思うんですけど、東京都の特別な環境として、近県に住んで

いる人が多いので、東京総合医療ネットワークを近県に広げることや、もしくは患者さ

んに情報を戻すＰＨＲを考えるべきだと思うんです。東京に住んでいる人が北海道で倒
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れても医療の情報は共有されるべきだと思うんです。 

  ３番目は、デジタルデバイスに不慣れな人がいると思うので、伴走をしないといけな

いことは、さっきも東京都の人が言っていたんですけど、逆に言うと、紙のカルテの人

を排除しないようにハイブリッドで考えたほうがいいと思うんです。オンライン資格が

嫌で辞めた先生もいるのも事実だと思うので。 

  あとは下には参考の情報を書いておいたので、ぜひ、暇なときに読んでいただけると

ありがたいです。 

  長くなりましたが、以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。資料も簡潔にまとめた資料をご用意いただきま

して、ありがとうございました。 

  それでは、畑中委員、お願いいたします。 

○畑中委員 先ほどから電子カルテを導入するだけでは、ここで挙げられているようなメ

リットがすぐに得られるわけではないということを前提に考えなきゃいけないけれども、

電子カルテが、インターネットを前提とした電子カルテを入れないと、そういったアド

オンの価値も患者に提供することはできないということが分かった上で、聞き方という

か、聞いていかなきゃいけないという話もあったと思います。 

  私のほうからは、患者さんへのアンケートの中で、患者さん当事者のペインを分かり

やすく解決していくことはすごく重要だと思っていまして、そのペインって何ですかと

いうことを洗い出していかなきゃいけない。そこにデジタルが貢献できるんだったらそ

れはデジタルだし、そうじゃなければ違う方法等を考えなきゃいけないと思うんですけ

ども、やっぱり患者さんって、特に高齢者が今増えておりますし、でも、患者さんのご

家族という人たちもすごくステークホルダーとしては大きい存在になってきております

と。 

  このデジタル化を進めて、例えば情報共有がしやすいとか、いろんな相談ができると

か、ということであるとか、デジタル化されたドキュメントをどこかの役所に提出しな

きゃいけないとか、あるいは病院のインターネット環境がよくなれば、患者への説明の

同席であるとか、お見舞いであるとか、いろんなことが家族にとって物理的に会社を休

んで行かなきゃいけない、私も今日、午前中、家族の行ってきたんですけど、こういう

のって本当はオンラインで何かＷｅｂ参加させてくれよとかと思うわけですよね。なの

で、やっぱり患者と家族という、離れて親と暮らすというのが当たり前の社会になって

いますので、そういったところのペインというのも、実はデジタル化の中で、かつデジ

タルネイティブな我々現役世代ですから、そういう人たち向けのメリットというものも

あぶり出して、何か二重で付加価値をあぶり出せると、現場起点になるのかなと、そう

いうふうに感じております。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございます。付加価値、幅広く捉えていくということだと思い
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ます。 

  それでは、林委員、お願いいたします。 

○林委員 よろしくお願いします。 

  先ほどの議論の中にも出ていましたが、やはり病院と診療所というのは、これはやっ

ぱり分けて考える必要が本当にあるなと思っています。 

  髙尾先生からもご紹介いただきました、東京総合医療ネットワークの運営委員長とか、

ずっと十数年やっていましても、やはり病院の感覚と診療所の先生方の、クリニックの

先生方の感覚はちょっと違うと思いますし、それぞれでちょっと対応しないとこれは難

しいと思います。 

  ですので、今日の東京都の資料もそうですが、病院向けの言葉と診療所向けのものが

多分ちょっと混在しているところがあると思いますので、ちょっと病院のほうからまず

やろうということであれば、病院向けの資料と、あと、診療所は診療所での対応の資料

というふうに分けるほうが絶対いいんだろうなと思います。 

  それで、あと、病院から考えたときに、その資料３にあった、残りの７１病院をどう

するかというのをまず東京都としては考えたいということですか、これ。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 はい。 

○林委員 そうなると、もうこれは７１病院というのはもう分かっているわけなので、ど

の規模の病院で、何でこれがまだ導入できないのかという理由もある程度、分かります

よね。 

  例えば今、工事しているので、この工事が終わらないと電子カルテを導入しませんと

いう病院も、これはいっぱいあると思いますし、どういう理由でこの７１の病院は、令

和９年度末までに電子カルテが導入できないんだろうという理由を教えていただきたい

なと思って聞いておりました。それに応じた対応というのを取るのが、これは早くて、

それで東京総合医療ネットワークもそうですが、やはりそういった病院の先生方に、私

たち医師のほうからまた説明をするだとか、具体的な話ができれば、すごい分かっても

らいやすいと思うんですね。皆さんたちが行って説明いただくというのもすごくメリッ

トがあると思いますが、同じ目線で話せる方が話をするというのも必要かなと思って聞

かせていただきました。 

  あと、開業医の先生方、なかなか東総医でもそうなんですが、入っていただくのが難

しくて、８月の日本医師会の定例の記者会見のときにも、これ、資料が出ていると思う

んですが、５４％の開業医の先生方は、電子カルテは入れませんというような資料だっ

たと思うんですね。ですので、その理由というのもはっきりと、たしか、あれは５，０

００人くらいの開業の先生のアンケートだと思うので、そういったものも例えばこうい

う場に持ってきて、この先、診療所に展開していくときに、何がどういう障壁になるの

かというのも分かるんじゃないかなと思いますので、そこを今のうちからクリアにして

いくような進め方にしたほうがよろしいんじゃないかなと思っております。 
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  ですので、資料７、８につきましても、これ、多分病院向けのものと診療所向けとい

うことで少し分けて考える必要があるのかなと思って見せていただきました。 

  都民へのアンケートを取りますということですが、これも先ほど来出ているとおりで、

これは本当に聞いて分かる方に、本当にアンケートの先になってくれるのかなというの

も、結局、対象者の抽出をどうやってやるんだろうなと思って、本当に分かっていただ

ける方に、その対象になっていただければすごくいいアンケートになるでしょうし、多

分、医療ＤＸって一言で言っても何のことか分からないと思いますので、そこら辺のと

ころが分かる調査になるといいなと思って聞かせていただきました。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございます。病院と診療所、それぞれ異なる課題があるだろう

というご指摘、ありがとうございます。 

  それでは、次、土屋委員、オンラインでお願いいたします。 

○土屋委員 東京都医師会の土屋と申します。音声、問題ないでしょうか。大丈夫ですか

ね。 

○中村部会長 はい、聞こえます、大丈夫です。 

○土屋委員 ちょうど画面に出ていますが、アンケートに関しては言葉を難しくしたりす

ると、どうしてもバイアスがかかりそうな気がしますし、Ｗｅｂ調査という調査方法も

そうです。高齢の方がなかなか分かりにくいということもあり得るので、アンケートの

やり方は、そういったバイアスに気をつけながら検討されるといいなと思いました。 

  話をちょっと戻しまして、今までも話があったように、診療所と病院のちょっと扱い

が違うということは私もそのように思います。 

  そういった中で、私は町医者として、電子カルテを導入していない診療所の医者がど

うやったら導入するかということを考えてみましたが、禁煙外来で、たばこをやめない

人にどうやってたばこをやめさせるかという話と似ているところがあると思って、そう

いう視点から考えてみました。禁煙だと、行動変容のステージモデルというのがあって、

無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期というステージに分かれていて、それぞれ

にどういう対応をしたら良いのかという方法があるので。それになぞってやっていくと

やりやすいのかなと思います。 

  無関心期についてはちょっと後で述べますけど、例えば関心期、つまり電子カルテを

入れなきゃいけないとは思っているんだけど、なかなか難しいと感じている人に関して

は、講演会をやったり、補助金とかコストの面だったり、伴走的な支援だったり、そう

いったサポートは非常に有用だと思います。知識不足だとか、不安だとかを解消するこ

とで次のステップに進めるだろうと思いますし、準備期の人に関しては、金銭的な問題

とか、具体的にどうやるかというところが本当に重要になってくるので、いいと思いま

す。 

  一方、戻って、無関心期の人には、例えばたばこだとしたら、絶対禁煙なんかしない
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という人に禁煙させるのは非常に大変なことと似たような感じで、電子カルテを入れる

気はないという医者に電子カルテを入れさせるのは非常に大変だと思うんですね。そう

いう人に対しては、もう導入率はこれぐらいになっていますよ、そろそろ入れないとい

ろいろまずいですよということを何となく知っていただいて、それじゃあちょっとやら

なきゃいけないかなという気持ちを前に向かせてあげることぐらいしかできないかもし

れないので、もちろん彼らを取り残すということはよくないと思いますけれども、メリ

ットをいろいろ強調しても反論するだけの人やパソコンをいじりたくない人に対して、

根本的なところから対応するのはすごい大変だと思うので、まずは関心期の人とか準備

期の人というのをきっちり取り上げていって、その上で無関心期の人を引っ張り上げて

いくというようなやり方をしていけるといいのかなというふうに思いました。 

  それと、禁煙の場合には、１回禁煙成功したけど、また吸っちゃうという人がいて、

そういう人に対する実行期とか維持期への働きかけというのも必要ですけど、電子カル

テの場合には、１回始めた電子カルテをやめるということはないと思いますが、電子カ

ルテを入れるというのは最初のステップであって、今後につながるＤＸの一歩目である

ことを考えると、その電子カルテを入れた人に対して、次のステップがこういうものが

あるんだよということを提示して、やはり入れてよかったと思ってもらえるような取組

というのも併せて必要になってくるのかなというふうに感じました。 

  私からは以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。行動変容モデル、ステージモデルになぞらえて

ご説明いただきまして、分かりやすいところがあったと思います。 

  それでは、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 昭和医科大学の村上と申します。音声、問題ございませんでしょうか。 

○中村部会長 はい、大丈夫です。 

○村上委員 ありがとうございます。 

  私、昭和医科大学で救急の医療に携わったり、電子カルテ等をさせていただいている

んですけど、やっぱり救急医療をやって、特に昭和医科大学は地域の患者さんの救急を

なるべく受けるようにというところで頑張っております。 

  その中で考えるのが、やはり情報を患者さんが何回もしゃべらされ過ぎているという

のをよく感じます。 

  まず、自分が受診が必要だと思って電話を患者さんはします。そこで説明をするんで

すね。それだったら救急隊を呼んでくださいと言われて、救急隊に電話をして、また同

じ情報をしゃべってという。それで、病院に着いたらまた同じ情報をしゃべらされるん

ですね。だから、そういう何回も何回も同じような話をしているというのは、やっぱり

ＤＸで何とかするべきポイントなんじゃないかなと思っているんですね。 

  既往歴であったりとか、自分の生活習慣、アレルギーの情報、そういったものも、や

っぱり自分の情報としてデジタル上で持っていられるというのは、すごくメリットが大
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きいということなので、そういうメリットの大きさが出てくれば、今、導入されていな

い診療所の先生方とかも、やっぱり導入したほうがいいのかなという発想に立つと思い

ますし、何より患者さんがデジタル化されていないところはちょっと行きたくないなと

いうふうな発想に徐々に切り替わってくるというところもあると思うんですね。そうい

った意味でも、自分の情報を患者さんが持てるＰＨＲの導入を促進するというのもやっ

ぱり必要だと思いますし、何より救急の現場としては、同じことを何回も聞くのも申し

訳ないですし、自分たちが同じことを何回も書くのが嫌なんですね。だから、そういっ

た意味でも促進をするべきだと思いますし、そういったところをアピールすることで、

電子カルテの導入も進むのではないかと思いました。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございます。救急の現場からということで、病院・診療所とは

また別の切り口の、消防庁との連携というところもあるかと思いますけれども、ありが

とうございます。 

  それでは、次、野村委員、お願いいたします。 

○野村委員 すみません、第一病院の野村です。 

  僕のほうからは、急性期の病院の代表として、今日、お話しさせていただきます。 

  先ほどの大学病院みたいな超急性期ではなくて、中小の一般の急性期の病院としては、

やっぱり地域医療を支えるということで医療をやらせていただいていまして、まず、こ

ちらの意見にあった患者さんへのメリットとして僕が思いつく中では、僕、認知症が結

構専門なので、認知症の患者さんとかをたくさん診ています。認知症の患者さんとかだ

と、やっぱりどうしてもお薬の重複投与がすごく多くて、ほかのクリニックにかかって

薬を出されたとか、ほかの病院にかかって、胃腸科に例えばかかって胃薬を出された、

けど、脳梗塞とかもあって胃薬とかを重複して出されて、血液さらさらの薬も出されて

いる、物忘れの薬も出されているというようなことで、よく重複投薬の連絡とかが来て、

薬を整理したりすることが入院中とかに、入院になったときによくあります。 

  なので、患者さんへのメリットとしては、やっぱり情報共有をすることによって、薬

を整理したりとか、ほかの薬で重複投与が出ないようにするというのは、患者さんにと

っていいメリットになるんじゃないかなというふうに思いました。 

  あとは、病院側としてのメリットを、ちょっと思いついたところなんですけど、よく

これはうちの病院では診切れないという症例を大学病院とか、そういうところに送るん

ですけど、最初は送られてきましたよという返信は来るんですけど、その後、どういう

経過をたどったのかというのを大学病院とか、お忙しい先生方がいるのであれなんです

けど、全然経過が返ってこないと。この方、どうなったんだろうといったら、後々ご家

族が来たら、亡くなりましたとなって、ああ、そうなんだって、どういう経過なんだろ

うと疑問に思ったりするので、やっぱりある程度、情報共有をしていくのはすごくいい

ことなのではないかなと。病院側に対してもメリットがあると。 
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  そもそもの意見なんですけど、先ほどのお話でもあったように、電子カルテを導入し

て、紙カルテに戻した病院って、僕の知る限りないんですね。なので、勉強不足で、も

しあったら申し訳ないんですけど、電子カルテ自体を入れることによって病院側にもメ

リットはありますし、患者様からも強い反発はないと思います。けど、慢性期の病院と

か、そういうほかの病院の先生の意見を聞くと、最初の導入だけじゃなくて、導入する

と、５年後、１０年後ぐらいに、また保守料でお金が発生すると。今、こういう苦しい

状況で、そこまで投資するのはなかなか厳しいよということで、足を踏みとどまってい

る方も、経営者の方もいらっしゃると思うので、もうちょっと伴走型の補助を強めに都

がやってくれると、更新も見据えてやってくれるといいなと思っております。 

  最後なんですけど、電子カルテを入れるに当たって、その会社、ベンダーによって、

大分ＡＩをどう使うかというのが変わっているのが僕の情報でありまして、不勉強だっ

たら申し訳ないんですけど、例えば富士通とかだと、ＡＩのほうはあんまり進んでいな

いよと。うちの病院だと、ＳＳＩを入れているんですけど、もうワンクリックだけでサ

マリーができるというサービスがもうすぐ開始されるとなっているので、そういうとこ

ろ、会社によっても違うんですよというのを皆さんに認識していただけたらなと、多分

皆さんはご存じだと思いますけど。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。具体的なご提案、病院・診療所、そして、また、

患者さんのメリットまで、ありがとうございました。 

  それでは、小泉委員、お願いいたします。 

○小泉委員 ありがとうございます。 

  私は、うちの病院は急性期と回復期の病院を足立区でやっております。その中で、臨

床現場から見てというところで、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、野

村先生が今、メリットからということでお話しいただいたんですが、じゃあ、私はデメ

リットから、逆方向からいこうかなと思います。 

  電カル未導入の７１病院ということで先ほど出ておりましたけれども、じゃあ、この

理由は何なんでしょうかということで、そこのヒアリングというのをしっかりやってい

くのが一番早道かなと先ほども畑中さんもおっしゃっていましたけれども、資料の中で、

後ろの３ページのところで、導入率が、一般病院、療養病院、精神病院、病床というこ

とで、右下に３ページと書いてある資料なんですけれども、都内病院の病床規模／病床

の種別の導入率、その前ですね。これを見ますと、療養病床、精神病床というところの

病床のほうが３６％と、非常に利用率が悪いと書いてあります。 

  うちが８年前に電子カルテを初めて導入したときに、電子カルテのデメリットという

ことで、高齢のドクターが２名辞めました。その理由としては、やっぱり自分はタイピ

ングができないということで辞めてらっしゃるということで、また、やっぱり療養病床、

精神科病床に関しては、高齢のドクターが一人でやっていらっしゃるような病院という
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のは非常にたくさんあるのかなというふうに思っております。 

  そこから考えると、先ほどもＡＩで小林さんが発表していただいたように、これから

のＡＩを使った電カルというところのメリットというところで、やっぱり高齢のドクタ

ーがワンクリックで指示を出せるとか、ワンクリックで音声で電カルを入力できるとか、

そういうような形でＡＩが変わってくる、もう少しでくるんだよということをぜひ言っ

ていただきたいと思います。そうすると、今、デメリットしか感じていないような先生

方、やっぱり難しいというハードを感じてらっしゃる方にとっては、そこまでいくんだ

ったらという形で導入を検討していただくステージに入っていただくことができるかも

しれないなというふうには感じました。 

  あと、もう一つは、精神科に関しては、精神科病床というところが非常に導入率が悪

かったりすると思うんですけれども、精神科に関しては、むしろカルテを公開する、院

内で公開するというところのデメリットというのを感じている可能性があるかなという

ふうに思います。なので、今、電子カルテというのは、入れるともう誰でも見られるよ

うな設定というのが一般的だと思うんですけれども、それが各患者ごとにクローズにす

るかという、主治医だけしか見られないような電カルという形のようなバリエーション、

使い方のバリエーションが広がっていくようなことが今後できてくるようであれば、精

神科病床も電カル導入というところが少し見据えてくるようなことができるのかもしれ

ないなというふうに感じました。 

  具体的なところで、はい。私の回答としては以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。デメリットといいますか、ハードルをどのよう

に克服していくかという、幾つかの論点を挙げていただきましてありがとうございまし

た。 

  続きまして、玉城委員、オンラインのほうでお願いします。 

○玉城委員 よろしくお願いします。 

  私は、この７１病院は一体どういう病院なのかなということを少し考えていました。

先ほどからお話が出ていますけども、中小の病院で、あとは療養で、精神科が、そうい

うようなところが比較的多いなと。もしかしたらこういう病院って、業務の改革がやっ

ぱりできていないんじゃないかと思っているんですね。先ほどいろんな資料で、業務改

善、業務改革とありましたけども、やっぱり一番大事なことは、電子カルテは基盤イン

フラではあるんですけども、業務改革をするツールとして電子カルテを使うことで、目

的はもしかしたら業務改革じゃないかと。そして、手段が電子カルテじゃないかという

ふうにちょっと思い始めました。 

  電子カルテを入れて、速効性の効果って、初め一、二年は結構いろいろあくせくする

かもしれませんけれども、やっぱり長期的にはいろんな意味で、例えば費用が抑制され

たりすることは期待できるんじゃないかと。先ほどから皆さんおっしゃっていますよう

に、ＡＩとかそういうものがだんだんと導入される中で、将来的にいろんな機能の拡張
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に伴う期待がいろいろできるのではないかというふうに思いました。 

  その業務改革ということに主眼を置いたときに、多分これ、普通に電子カルテを入れ

てください、入れてくださいといっても、多分あんまりうまくいかないんじゃないかな

と。むしろ業務改革のお手伝いという視点で伴走することが、比較的そういうような７

１の病院には、比較的心に刺さるんじゃないかということをちょっと考えていました。 

  私からは以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。その７１病院に、どのようにアプローチするか

ということで、そもそも業務改革をサポートするというような考え方ということで、あ

りがとうございます。 

  それでは、片山委員、お願いします。 

○片山委員 当院は精神科病院です。先ほどから導入率の主犯の一つになっておりますけ

ども、実は、電子カルテの一番特徴というのは、先ほど玉城先生もおっしゃった、業務

フローが確定してしまうことなんですね。それで、精神科というのは、普通の診療の流

れだけじゃなくて、精神保健福祉法を守らなきゃいけないとか、流れがもう全く違うん

ですよ。そういう意味では、例えば一般科の電子カルテを入れても、業務フローを変え

られてしまうと。ですから、実際には、そういうのを入れたところから不満たらたら。

業務フローが恐らく普通の病院の２倍とか３倍ぐらい手間があるんですね。こういうこ

とに同意を取るとか、精神保健福祉士法の確認を取るとか、いろいろありまして、また

それが病院ごとでもいろいろ業務フローが違うんですね。そういう意味では、恐らく導

入率が悪いのは、まずは業務フローが変えられてしまう。恐らく自分の今の業務フロー

がそんなに悪いとは思っていないにもかかわらず、電子カルテを入れると変えられてし

まうという不安が一つ。 

  もう一つが、例えばセキュリティに関してなんですけども、紙カルテを使っている場

合、忍び込まれて紙カルテを盗まれたら泥棒が悪いんですけども、同じことをデジタル

で行うと、何か一緒に悪いほうになってしまうみたいな、セキュリティを破って入るの

は、もう入る人が悪いって、もうはっきりそこは決めてもらわないといけないというふ

うにも思います。 

  また、もう一つは、電子カルテベンダーというのが、今、囲い込みをやっぱりするた

めに、先ほど畑中先生もおっしゃったんですけども、ＡＰＩを公開しないとか、あるい

は髙尾先生がおっしゃった、標準規格ＨＬ７ＦＨＩＲとか、３文書６情報を必ずしも公

開していない。公開しない限り更新する場合は、自分のところで更新してくれるんです

から、そういう意味では、１回契約すると囲い込まれてしまう。それに対して、この電

子カルテと結婚していいんだろうかということに迷いが出るというのは、ある意味当然

だというふうに思います。 

  先ほど、情報共有とかＡＩなどの利活用の話なんですけども、紙カルテよりは確かに

情報共有あるいはＡＩなどの利活用はやりやすいんですけども、まだ、ほかの我々が普
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通遊びといいますか、文書作成で使っているようなものと比べると、よほどそういう情

報共有とかの機能が低い。それはやっぱり厚労省やデジタル庁なんかが例えば標準型電

子カルテをすると言って進めたんですけども、あれ自体も１回失敗して作り直すという

ようなことがあって、やはり省あるいは庁というところがどこまで標準化するか、どこ

まで公開するかに関してのいろんなところに顔色を見るということによって、なかなか

確定できないということが背景にあると思います。 

  せっかく東京都がこうやって電子カルテからスタートして、恐らく情報共有とか、先

進的技術の導入に進めたいということがあるんでしょうから、今後、補助金をもっと増

やしてもらうということも当然なんですけども、補助金をつける条件として、電子カル

テベンダーに対しても、今すぐは無理でしょうけど、５年後とかそういうのを決めて、

５年後には必ずＡＰＩで共有してください、あるいは厚労省やデジ庁が決める標準規格

には必ず乗っかってくださいみたいなことを確約させるというようなことを条件にした

らいかがなんですかね。東京都がやり出すと、ちょっと厚労省やデジ庁が顔色を見て進

められないのを先に進められると思いますので、ぜひ、その辺は思い切って電子カルテ

ベンダーにも情報共有、あるいはＡＩなどの先進的医療に対してオープンマインドに接

してくれるように、補助金条項も変えていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

○中村部会長 ありがとうございました。精神科ならではの非常に特殊な事情もよく分か

りました。ご意見があったように、精神科でのＤＸは、東京都に限ったことではないわ

けですけれども、数もそれなりにあって、既に導入しているところも一定数あり、未導

入のところがありということで、少し将来的な先を見越しての取組が始められる領域に

なるかと思います。 

  それでは次、柳橋委員、お願いします。 

○柳橋委員 東京都看護協会の柳橋でございます。今日は遅くなりまして申し訳ありませ

んでした。 

  先生方からいろいろご意見を伺っていて、医療機関にどのようにしたら進めてもらえ

るかという点で、一つは電子カルテのベンダー側に、導入サポートを強化してもらうよ

うな、何かそんな支援をベンダー側につけてもらうようなことを東京都から働きかけて

はどうかと思いました。一定の期間、いつでも聞けるようにサポートしてくれるとか、

側で直接教えてくれるなど、多分ベンダーにより様々だと思うので、補助のプランを作

ってもらうということを考えてはどうかと思いました。 

  もう一つは、先ほどもお話が出ていたんですけれども、医療機関の困り事を解決でき

るようなという相談の乗り方で、その電子カルテを検討してもらうというのも二つ目と

して考えていました。 

  あと、患者さんのサポート、メリットは、先ほど先生方がお話しされているとおりで、

私からは２点です。ありがとうございます。 
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○中村部会長 ありがとうございます。支援というか、補助についても、有効なところで

の支援があったらどうかということで、ありがとうございます。 

  次は、小林委員、お願いします。 

○小林委員 ＪＡＨＩＳの小林でございます。 

  まず、私の観点から申し上げますと、東京都庁様の電子カルテを始めとしたインター

ネット調査とかというのをお考えかもしれませんけど、まず最初に、前提として、まず、

患者・国民から見て、どの医療機関が電子カルテを入れていて、どれが入れていないか

というのを把握することが今のところできていないというのが現状でございまして、こ

れはなぜかというと、厚労省にあります医療法における病院等の広告規制についてとい

うところが一番課題になっておりまして、これ、医療広告ガイドラインを見ますと、ま

ず、広告していいものは、僅か１５項目に限られていると。その中に、直接電子カルテ

とか、そういうものは書いていないというのが、今、問題になっています。もちろん、

書いていないからできないかというと、グレーゾーンのところもありまして、実は８項

目めに入院設備の有無という項目があって、その中に例えば一般的な名称、ＭＲＩとか、

ＣＴとか、そういうものの写真を載せていいと言っているんですね。ただ、電子カルテ

がないので、載せていいのか載せて悪いのかが分からないので載せていないというのが、

今、現状かと思いますけれども、これも、ぜひ、私どものこの会の親会であります東京

都の医療ＤＸ推進協議会を通じて、厚労省に対して、電子カルテを導入して、例えば医

療ＤＸであったら、電子処方箋であったりとか、それから電子カルテ情報共有サービス

とかをやっていますとか、そういうものを標榜していいというふうに言っていただけれ

ば、そういうガイドを出していただければ、ホームページ上に載りますし、そしたら、

まず、患者さんから見て、これはこういうのが入っているんだと理解できますから、当

然その入っているところと入っていないところの区別ができるので、それで初めてアン

ケート調査したらいろいろ区別、差別にならないような区別が出てくると思うんですけ

ど、今のところ、それがなかなか、入っているか入っていないか分からない、国民から

見たときに、アンケートに答えていってもなかなか出てこないんだろうなということを

考えます。 

  したがいまして、そういう形でＷｅｂ、病院の医療機関のホームページ上で電子カル

テがありますとかということをやれば、例えば日本人的には横並びをよしとする国民性

から考えると、やがてあっちもやっているんだったらこっちもやろうというような考え

方につながるんじゃないかなということを申し上げて、私からの意見とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

（※「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療

広告ガイドライン）」令和６年９月13日最終改正において、電子カルテを導入している

旨を広告可能であると記載。） 

○中村部会長 ありがとうございます。医療法上の現状等、ありがとうございます。 
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  山口委員、お願いします。 

○山口委員 私は、患者の立場で活動していますので、主に患者さんのほうに向けてとい

うことで発言したいと思います。 

  まず一つには、私は厚生労働省の標準型電子カルテのところも委員として関わってい

るのですが、そこに比べると、やはり東京都の今回の企画は、予算規模が国よりも大き

くて、サポート体制も充実しているので、先駆けて、ここまでできるんだというところ

を東京都としては、ぜひ、見せていただきたいなと期待しているところです。 

  今回、患者へのメリットということですけれども、私は、電子カルテのメリットとい

う前に、都民へのメッセージとして、医療ＤＸ全般をまず、どういったことが医療ＤＸ

なのかというようなことを含めてアピールしていく必要があるのではないかと思ってい

ます。 

  私自身は、もうこれからの時代は、生まれてからの自分の情報は、自分でずっと管理

をして、必要なときに情報提供をすることが当たり前になっていかないといけないと思

っていまして、それを始めるには、一部できているみたいですけど、母子手帳をアプリ

化して、例えば中学生ぐらいになると、お母さんの情報を抜いて、自分の情報だけ自分

で管理をすると、そういったことを子供の頃からやっていくことによって、自分の情報

をきちんと管理をする、その中に電子カルテの共有というようなことも入ってくるとい

うふうに思っています。 

  電子カルテになることによって、患者側にどんなメリットがあるかということなんで

すけれども、もちろん複数の医療機関にかかっていらっしゃる方が、情報の共有をでき

るということで、先ほども出ていましたけれども、検査などの重複がなくなるというこ

とと、検査結果も画面にあれば、患者さんにこれを提供しようというときに簡単に印刷

ができるというようなこともメリットとしてあると思います。それから、画像データも

ＣＤで持っていったりすると、簡単に取り込めるわけですし、先ほども出ていましたが、

薬の一元管理ができる。 

  私がかかっている医療機関ですけれども、アプリで処方された薬や検査結果が全部見

られるようになっていまして、そういったことは電子カルテだからこそできることなの

だと思います。 

  それから、これから患者さんに説明するときに、口頭でとか、文書だけではなくて、

動画を使うというようなことも広がってくると思いますので、そういったことも電子カ

ルテだったら簡単に映せるのではないかと思います。 

  ただ、カルテ開示をしたときに、紙カルテより読みやすいというのはもちろんそうな

んですけれども、電子カルテは画面で見ることをメインに作られていますので、カルテ

開示をしたときに、印刷をすると記入された回数分、同じページが何度も何度も印刷さ

れてくるんですね。また、フォーマットと記入したところの違いが非常に分かりにくい

ということがありますので、電子カルテの開示をするときの分かりにくさは、ちょっと
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どこかで押さえておかないといけないと思いました。 

  それで、次に、Ｗｅｂ調査をされるということなんですけれども、ここに調査イメー

ジとあって、受診予約というのがあるんですけど、予約するとときに、ある程度の規模

の病院だと、紹介状を持っていかないといけないことが一つのハードルになっています

ので、私は受診予約よりも行けなくなって変更したいときに、電話って、医療機関、本

当につながらないですね。ちょっと今日行けないので、受診を変更したいんですけどと

いう連絡をするのに、とても時間がかかるということを何度も経験していますので、そ

ういったことができるようになるといいのかなというふうに思ったので、ちょっと何か

調査の内容というのは考える必要があると思います。 

  患者や都民に電子カルテにどんなことを期待しますかとお聞きになるということなん

ですけれども、電子カルテやＤＸによって一体何ができるのかが分からないと、答えよ

うがないのではないかなと思いました。 

  ですので、少なくとも紙カルテと電子カルテで何が違うのかということを具体的に示

して、ここは期待したいといったように選べるような工夫がないと、調査をされても何

を答えればいいのか戸惑う方が出てくるように感じました。 

  それから、医療機関の電子カルテのメリットですけれども、最近、新しく病院を造ら

れると、今までだと、外科はこことか、内科はこことかと固定だったのが、最近は、そ

の日の受診の状況によってフリーで選べるような診察室を何軒か私も見ています。そう

すると、これ、電子カルテでないと、そんな組み方は絶対できないと思いますので、や

はり診察室を有効利用するというようなことも、一つメリットではないかと思いました。 

  それから、先ほど髙尾委員がおっしゃった、ハイブリッドにすべきだというお話があ

りましたが、やはりご高齢の方で紙カルテを続けたいという方というのは、全面的に電

子カルテになることに抵抗があるみたいですね。まず、ハイブリッドで、紙カルテも維

持しながら使っていくということになると、割とハードルが下がるというようなことも

聞いています。そうして、少し電子カルテに触れていくことによって、これだったらで

きるなというようなことを少し経験していただくということも重要なのではないかと思

いました。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

  多方面にわたり、具体的な場面でのご指摘をありがとうございます。 

  ここで、私も委員なものですから、少し個別の意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

  皆さん方からも既にたくさんご提案いただいているところですが、二つありまして、

一つは、資料８で分かりやすく言っていただいていまして、今日もご意見、病院と診療

所でいろいろ違うということの指摘がありました。ここの資料８は、病診連携を踏まえ

て、病院に入院して、その後、退院というところが入っていると思いますけども、もう
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一つ、患者さん側、それから診療所側から言いますと、入院をせずに慢性疾患を長期的

に管理するという、そのフローがありまして、その慢性疾患の、それは医療であり、そ

れが患者さんにとっては自己管理、診療所にかかりながらの自己管理というところがあ

るかと思いますので、電カルだけではなくて、今後のＤＸ、ＰＨＲとの連携だと思いま

すけども、そのフロー、慢性疾患患者のフローも念頭にあるとよろしいかなというのが

ありました。 

  それから２点目は、Ｗｅｂ調査のところで、バイアスがというご意見もありましたけ

れども、一方で、ＤＸ、電カルは何かということをご存じない方は、本当に答え方がな

い、できない可能性があります。そういうことで、このＷｅｂを使っておられる方に、

ある程度、ＤＸや電カルに親和性がある方に、使ったことがある可能性が高い方からの

意見聴取ということで、それは一つの方法か有効な方法かなと思ったところです。 

  むしろ、このメリットを患者さん、都民の目線からいろいろ出していただくというこ

と、それを基に都民にどういうメリットがあるかということをお伝えできるということ

で、その根拠資料になるということで大変有効だと思います。 

  一方で、逆に、このＷｅｂも使っておられない方に、ＤＸのイメージができていない

方の患者さん側のハードル、都民の中には電カルが入っているから安心してかかれると

いう方もいらっしゃるでしょうけども、電カルを使って、ＤＸをやって、不安を持って

いらっしゃる方も少しいるかもしれず、これは時代とともに、そもそも少なくなるので、

時代が変われば、あまり心配せずになるのですけれども、どんな不安があるのかなとい

うようなことを、このＷｅｂ調査とは別の方法で少しピックアップをしてもよいのかな

と思ったところです。 

  先ほどご家族と医療機関の話がありましたけれども、若いご家族がいらして、電カル

とか、ＤＸは大丈夫だよと、使い方をサポートしてくださるところはいいと思うんです

けども、逆に、そういうサポートをする家族が身近にいないような場合の思いがけない

ハードルというのがあるかもしれず、その辺りがもしピックアップできると、都民全体

にＤＸのメリットを発信するときに、そういう不安はこういうことで解消できるのだと

いうことでお伝えができることになるかなと思ったところです。 

  この冒頭に、電カルの導入部分の公表をどのように情報発信をしたらよいかというこ

とも話題になりました。今のところ、その発信の仕方が、まだ、あまりはっきりしない

ので、公表だけであるということを伺いましたけれども、その辺りも、都民全体に対し

ても、これからの医療ということでメッセージが的確にできますと、公表の方法、それ

から医療機関でのＷｅｂ広告の方向性なども少し安心して公表できるようになるのでは

ないかと思ったところです。 

  時間が若干既に押しているところなんですけれども、吉原委員からお願いいたします。 

○吉原委員 今日は本当に各委員の先生から、様々な観点からご意見をいただいて、本当

に刺激になりました。 



 

 27 

  冒頭の説明、医療機関にとってのメリット、具体的な事例なんかも小林委員のほうに

もご紹介いただきましたけれども、やっぱりこのメリットがもし十分に伝わっていない

ということであれば、そこはしっかり伝えていく必要がありますし、それ以上に、やっ

ぱりそのメリットを超えるデメリット、先ほど情報セキュリティみたいな話もありまし

たけれども、そういったところを少し丁寧に、なぜ進んでいかないのかというところを

分析して進めていく必要があるかなというところを感じたところです。 

  あと、患者さんにとってのメリットというところもいろいろご意見をいただいたとこ

ろですが、やはり電子カルテの導入と、その先にある医療ＤＸなり、いろんな情報連携

というところの話がやはり大きいところだろうという中で、一つ、行政の取組としては、

今もパブリックメディカルハブ、ＰＭＨの取組ですね、例えば医療費助成なんかの事業

も紙の受給証がなくても受診できるような形にしていくような取組なんかも、その医療

機関との接続というところは進めているところですので、そういったところも含めて、

患者さんのほうに分かりやすいメリットとしてＰＲしていくことができればなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○中村部会長 ありがとうございます。 

  それでは、宮澤委員、お願いします。 

○宮澤委員 先生方、今日はどうも本当にありがとうございます。 

  事務局の説明、１点少し補足をさせていただきたいと思います。 

  経営層へのアプローチということで、資料３の病院の導入見込みについての説明がご

ざいましたけれども、今年度に入りまして、医師会、また、病院協会の先生方、また、

事務局の職員の皆さんにご協力をいただきまして、アウトリーチによる働きかけを強化

しているというところでございます。 

  まず、未導入の病院が多い区市町村、地区医師会への訪問を行っております。未導入

の病院の状況などについて、お話を伺った上で、個別の病院への橋渡しをしていただい

ているという状況でございます。その上で、直接病院ですとか、法人本部を訪問させて

いただいて、院長の先生、あるいは事務長さんにお会いをして、導入をしていない理由

など、個別の状況についてお話を伺って、状況に合わせた支援メニューをご紹介させて

いただくといった導入の働きかけを行っているというところでございます。これによっ

て、意向の把握をできたり、また、では導入しますというお話をいただけた病院さんも

ございます。 

  先生方のお話がありましたとおり、導入していない理由の把握、これは非常に重要だ

というふうに思っております。また、アプローチの仕方としましては、業務改革のお手

伝いといったようなご意見もいただきましたけれども、メリットなども改めて整理をい

たしまして、不安の解消につながる情報も伝えるといったことで、引き続き取り組んで

いきたいというふうに考えております。 
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  私からは以上でございます。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

  本日は様々な視点からご意見をいただきまして、ありがとうございました。引き続き、

第２回の電子カルテ部会で、さらに導入促進策ということで検討していきたいと思いま

す。 

  本日の議事は以上でございまして、最後に何か全体を通してご意見などはございます

でしょうか。 

  そのほかにないようでしたらば、進行を事務局のほうにお戻しいたします。 

○佐藤医療ＤＸ推進担当課長 中村先生、ありがとうございました。 

  また、委員の皆様、貴重なご意見をいただき、どうもありがとうございました。 

  委員の皆様から本日いただきましたご意見につきましては、次の第２回の電子カルテ

部会において議論を深めさせていただくこととしたいと思います。また、この会議終了

後もご意見等がございましたら、事務局まで何なりとご連絡いただければと思います。 

  それでは以上をもちまして、令和７年度東京都医療ＤＸ推進協議会第１回電子カルテ

部会を終了させていただきます。 

  本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

（午後 ５時３７分 閉会） 

 

 


